
水前寺江津湖公園利活用・保全推進協議会について 

 

１．推進協議会の役割 

本協議会は、熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）に基づくものであり、

水前寺江津湖公園利活用・保全計画の策定に関して審議するもの。 

 

２．利活用・保全計画について 

水前寺江津湖公園の抱える課題への対応と、新たな利活用方策と生物多様性の保全方

策を検討し、魅力に溢れ、多くの方々に親しまれる空間にする為、利活用・保全計画を

策定する。 

 

 【計画のイメージ】 

計画期間：２０年間  短期（～緑化フェア）、中期（１０年）、長期（２０年）  

視  点：「利活用」および「保全」の両面 

        （キーワード） 

         ◇「魅力」と「質」の向上 

         ◇適切な公園経営・資産運用 

         ◇運営手法と担い手づくり 

         ◇歴史・文化の情報発信 

         ◇生物多様性の保全・地下水保全 

         →取組み方針、具体的施策、事業展開について取りまとめる。 

 

３．事業推進体制について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

想定：年４回程度 

想定：１回／月／各部会 程度 

①アクティビティ・ 

マネジメント部会 

・公園の持つポテンシャル

（ストック効果）を活か

した、多面的な活用方策

の検討 

・公園経営、エリアマネジ

メントの視点からの検討

など 

水前寺江津湖公園利活用・保全推進協議会：３３名 

 学識経験者、コンサルティング、事業者、公園愛護会・自治協議会、関連団体 

②環境部会 

 

・生物多様性の保全・地下

水（水質・水量）の保全

に必要な取組みの検討 

・「歴史文化」の魅力発信等

に関する検討 など 

庁内検討会議 

関係課長（２３課長） 

・部会提案内容（事業）

に関する検討 

・庁内調整等 

部
会
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て

「
報
告
」
「
庁
内
調
整
」 



  

４．部会メンバーについて（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※部会組織においては、必要に応じて、協議会委員より要請する。 

また、協議会委員以外の公園利用団体や関連団体等を招き、ヒアリングを実施する。 

 

⽔前寺江津湖公園利活⽤・保全推進協議会 

①アクティビティ・マネジメント部会 ②環境部会 
部会⻑︓星野 裕司（熊大） 部会⻑︓皆川 朋子（熊大）

番号 分野 団体・個人

1 学識経験者 皆川　朋子

2 県⽴図書館

3 公園指定管理者
（市造園建設業協会）

4 熊本県文化協会

5 熊本記念植物採集会

6 熊本野生生物研究会

7 自然観察指導員熊本県連絡会

8 日本野鳥の会熊本県支部

9 水と緑ワーキング・グループ

関連団体

事業者

番号 分野 団体・個人

1 学識経験者 星野　裕司

2 熊本市美術文化振興財団

3 キリン㈱

4 ㈱スノーピーク

5 協業組合江津湖観光

6 江津湖貸舟協同組合

7 総合体育館指定管理者
（市社会教育振興事業団）

8 公園指定管理者
（市造園建設業協会）

9 関連団体 水前寺活性化プロジェクトチーム

コンサルティング

事業者


